
　■問合せ　総務課管財・情報グループ　☎74-3000

平成28年1月から

役場での手続きでマイナンバーの役場での手続きでマイナンバーの
提示が必要になります提示が必要になります
役場での手続きでマイナンバーの
提示が必要になります

いよいよ平成28年１月からマイナンバーの利用が開始されます！

■口座番号や資産情報を尋ねたり金銭の要求などを行うことは絶対にありません。
■電話や訪問、郵便・電子メールなどでマイナンバーを尋ねる事も絶対にありません。

●消費者ホットライン　188　　　●伊達警察暑　 22‐0110

マイナンバーをかたる不審な問い合わせにご注意を！！
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●顔写真付きの本人確認書類がある場合

●顔写真付きの本人確認書類がない場合

●提示が必要な書類で不明な点がありましたら、各手続きの
担当へ問合せください。
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　マイナンバーの記載
と掲示が必要な手続き
での本人確認がカード
一枚で可能です


